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本レポートでは、信金中金海外駐在員が一時帰国のうえ、「海外在留邦人等向け新型コロナウイ

ルス・ワクチン接種事業」によるワクチン接種を行ったことから、その概要について報告します。ご

意見・ご感想等あれば、当部または最寄りの営業店までお寄せください。 

また、信金中金海外業務推進部では、各国の主要経済指標や News Topics をまとめた「SCB 海外

Daily News」を日次でメール配信しています。配信をご希望の際は、当部までご連絡ください。 

 

海外在留邦人等向け新型コロナウイルス・ワクチン接種事業 

 本稿では、8 月 1 日から日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等で日本に一時帰国してワク

チン接種を行うことを希望する人を対象に、羽田空港および成田空港において実施しているワク

チン接種事業について報告いたします。 

 

 １．海外在留邦人等向け新型コロナウイルス・ワクチン接種事業について 

 本事業は、外務省および各国大使館より５月下旬から６月初旬にかけて行われた「新型コロ

ナ・ワクチン接種のための一時帰国意向調査」を踏まえ、在留先におけるワクチン接種状況・

体制、医療事情、補償制度等を理由に懸念を持つ、海外に在留する国民の健康の保持等の観点

から実施されているものです。 

外務省および各国大使館は、6 月下旬に 8 月 1 日からの開始を案内し、７月 19 日から特設

サイトを通じたインターネット予約受付を開始し、今月から来年１月までの実施が予定されて

います。 

ワクチン接種の対象者は、①日本人または再入国許可により入国する一部の外国人、②日本

国内に住民票を有していない（転出届を提出済み）、③接種を受ける時点で満１２歳以上であ

る、の条件を満たす必要があり、接種されるワクチンはファイザー社製となっています。 

 

 ２．接種の流れについて 

  (1) 予約手続き 

    本事業でワクチン接種を受けるに際しては、事前の予約が必要となります。予約手続きは

上述の特設サイト（https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/）から行う必要があります。予約

サイトにアクセス後、メールアドレスや氏名等の利用者登録の後、同サイト内で接種場所

（羽田空港または成田空港）および接種希望日を選択し予約を行います。 

    なお、日本到着後に国指定施設での待機（３・６・10 日間）が必要な場合には、当該待

機が終了した後に空港での接種となります。また、１０日間の待機者については、同宿泊施

設での待機期間中に宿泊施設を巡回し、接種を行うこと（巡回接種）も選択可能となってい

ます（インドネシアから特別便で帰国する場合は対象外）。 

 

 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 
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https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_02/sp33.pdf

